
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年度 

教育に関する事務の管理及び執行の 

状況の点検及び評価に関する報告書 

 

（令和 2年度事業対象） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年 10月 

 

えびの市教育委員会 
  



 

１ 自己点検・評価の考え方 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、平成 20 年 4 月から、教育委員会の権限に属する事務について

の自己点検・評価制度が導入されました。 

 

 

 

 教育委員会が、地域の教育課題に応じた基本的な教育の方針・計画を策定し、これに即して実施した政策について政策効

果をしっかりと把握し、必要性、効率性等の観点から自ら評価を行い、その結果を公表することは、政策立案を的確に行う

とともに住民に対する説明責任を果たす上で重要なことです。 

 このような観点から、えびの市教育委員会では、平成 19 年度事業分から毎年度、法の趣旨にのっとり具体的な内容の点

検・評価を行っています。 

 

 

２ 具体的な点検・評価の方法 

 

 次の３つの項目に分類したうえで、項目ごとに実績や課題、今後の方針をまとめ、次年度の取組に反映することで、点検

及び評価を行っています。 

 

  ・シート１・・・教育委員会の活動 

          （教育委員会の活動及び運営状況等） 

  ・シート２・・・教育委員会が管理・執行する事務 

          （えびの市教育長に対する事務委任規則により教育長に委任されていない事務） 

  ・シート３・・・教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務 

          （「令和2年度えびの市教育基本方針・教育施策」に定めた重点的な施策） 

 

 

３ 判定の考え方 

 

 過去の評価等と比較しながら、次の視点で3段階判定を行っています。 

 

Ａ 概ね実施できたもの 

Ｂ Ａ又はＣ以外 

Ｃ ほとんどできなかったもの 

 

 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長

の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状

況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければ

ならない。 

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものと

する。 
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◎１ 教育委員会の活動（教育委員会の活動及び運営状況等） 

項目１ 項目２ 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

(1)教育委員会の会議の運

営改善 

①教育委員会会議の開催回

数 

○会議を15回開催した。（令和元年度14回） 

○毎月の定例会と必要に応じて開催する臨時会で適切

に対応できた。 

○会議が円滑に進められるよう、適切な時期、間隔を

もって定例会、臨時会を開催していく。 Ａ 

②教育委員会会議の運営上

の工夫 

○行事と会議の同日開催や、会議資料を事前送付する

など、効率的な会議運営を行った。 

○引き続き、委員の負担軽減と効率的な会議運営に努

めていく。 
Ａ 

(2)教育委員会の会議の公

開、保護者や地域住民へ

の情報発信 

①教育委員会会議の傍聴者

の状況 

○会議開催を事前に公表しているが、傍聴者はなかっ

た。 

○会議開催の事前公表を継続していく。 
Ａ 

②議事録の公開、広報・公聴

活動の状況 

○教育委員会会議録及び教育長交際費をホームページ

に公開した。 

○えびの市情報公開条例の規定に基づく公開請求を行

った。 

○引き続き、教育委員会会議録及び教育長交際費をホ

ームページで公開していく。 

○公開請求に適切に対応した情報公開を行っていく。 
Ａ 

(3)教育委員会と事務局の

連携 

○教育委員会と事務局の連

携 

○会議において、報告事項の充実や協議を行い、連携

の充実を図った。 

○引き続き、諸案件を教育委員に適宜報告していくと

ともに、協議を行いながら、課題に取り組んでいく。 
Ａ 

(4)教育委員会と首長の連

携 

○教育委員会と首長との意

見交換会の実施 

○総合教育会議を 1回開催し、市長と意見交換を行っ

た。 

○新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から市長

をはじめ市内教育関係者との連携、親睦を深めるこ

とを目的とする教育関係者交流会は中止とした。 

○引き続き、総合教育会議や教育関係者交流会等を通

じ、内容の充実した意見交換を図っていく。 

Ａ 

(5)教育委員の自己研鑽 ○研修会への参加状況 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から例年

参加している研修会等が中止となったため、参加で

きなかった。 

○新型コロナウイルス感染症禍においては、オンライ

ン会議等による研修会を含め、研修参加の機会を設

けていく。 

Ｂ 

(6)学校及び教育施設に対

する支援・条件整備 

①学校訪問 ○令和2年6月1日に市内全学校の訪問を行ったが、

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から学校

滞在時間を短時間とし、授業参観のみによる訪問と

した。 

○新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から各学

校の行事・発表会においては、来賓等の招待は行わ

ない対応としたため各委員の出席は行わないことと

した。 

○教育委員の学校訪問等については、新型コロナウイ

ルス感染症の状況を確認しながら、実施を検討して

いく。 

Ｂ 

②所管施設訪問 ○教育・文化・体育施設の施設訪問は、新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響により、実施されなかった。 

○教育委員の所管施設訪問等については、新型コロナ

ウイルス感染症の状況を確認しながら、実施を検討

していく。 

Ｂ 

 



◎２ 教育委員会が管理・執行する事務（えびの市教育長に対する事務委任規則により教育長に委任されていない事務） 

 

項目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

学校教育又は社会教育に関する基本方針を定めること。 

 

○令和3年度えびの市教育基本方針、教育施策を策定

した。 

○策定内容については、各学校、議会にも引き続き配 

布していく。 

○教育基本方針及び教育施策に掲げた項目に着実に取 

り組んでいく。 

Ａ 

学校、図書館及びその他の教育機関の設置及び廃止を決定

すること。 

 

○該当事項がなかった。 ○該当案件が生じた際は、慎重に検討、協議を行い、 

速やかに手続きを進めていく。 Ａ 

教科内容及びその取扱の一般方針を定めること。 ○各学校の経営方針や教育課程の承認をした。 ○学校との連携を通じ、経営方針の策定や教育課程の 

編成の支援を行っていく。 
Ａ 

県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任

免、その他の進退について内申すること。 

○県教委から求めのあった任免等について、内申を行

い適切な人事運営を図った。 

 

○引き続き、適切な人事運営を図るべく、県教委の指 

導の下、進めていく。 Ａ 

県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。 ○職員服務規程（平成18年宮崎県教育委員会訓令第2

号）及びえびの市立学校管理規則で規定するととも

に、コンプライアンス研修を実施した。 

 

○規程等に関する周知を図るとともに、研修を通じコ 

ンプライアンスの徹底を図っていく。 
Ａ 

前 2 号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲

戒を行うこと。 

○県費負担教職員の人事については、県教委への内申

を適切に行った。 

○懲戒については、市町村立学校職員の懲戒に関する

条例（昭和31年宮崎県条例第39号）及び市町村立

学校職員の懲戒に関する規則（昭和 31 年宮崎県人

事委員会規則第9号）を準用し、適切に処理した。 

 

○県教委の指導の下、適切かつ速やかに処理を進めて 

いく。 

Ａ 

教育委員会事務局及び教育機関の職員の任免その他の人事

に関すること。 

○第3回臨時会及び第12回定例会で、令和3年4月1

日付人事異動に関する議案を審議、承認した。 

 

○引き続き、適切な日程において会議を開き、審議を 

行っていく。 Ａ 

1件500万円以上の工事の計画を算定すること。 ○次の工事を計画・施工した。 

真幸小学校校舎（1 号棟）外壁等改修工事（繰越事

業） 

飯野中学校プール改修工事 

校内通信ネットワーク整備事業（繰越事業） 

永山運動公園整備（既存部分）工事（R3年度に一部 

○今後も計画的な施工に努めていく。 

○文化及び体育施設すべてにおいて老朽化しており、 

優先順位の高いものから計画的な修繕・改修等を行 

うとともに、安心・安全な環境の整備を図っていく。 
Ａ 
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項目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

事故繰越） 

教育委員会規則・告示及び訓令の制定又は改廃を行うこと。 ○次のとおり、制定、改廃を行った。 

条例制定改廃  1件 

規則制定改廃  5件 

告示制定改廃  14件 

訓令制定改廃  0件 

 

○制定、改廃等の作業を速やかに進めていく。 

Ａ 

教育予算その他議会の議決を経るべき議案の原案を決定す

ること。 

○令和2年度予算の補正、令和3年度当初予算、条例

等の制定改廃等の原案について会議で審議し、決定

した。 

 

○引き続き、適切な日程において会議を開き、事前資 

料の配布など慎重に審議を行っていく。 
Ａ 

社会教育委員、奨学生選考委員会委員、文化財保護調査委員

及び図書館協議会委員を委嘱すること。 

○各委員の選任について、教育委員会に提案し、事務

局原案のとおり承認された。 

 

○委嘱時期を逸しないように、任期期間の確認を行う。 

Ａ 

学齢生徒及び学齢児童の就学すべき学校の区域を設定し、

又はこれを変更すること。 

○該当する案件はなかった。 ○該当案件が生じた場合には、会議において慎重な審

議を行い、区域の設定および規則の改正を行う。 
Ａ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定による点検及び評価に関すること。 ○法律に基づき、令和元年度事業の点検・評価を行い、

議会に報告するとともに、ホームページで公表した。 
Ａ 

  



◎３ 教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務（「令和2年度えびの市教育基本方針・教育施策」に定めた重点的な施策） 

 

学校教育 

 

項目 項目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

1 えびの市学校教育の

めざすもの  

(1)えびの市の学校教育

ビジョン 

①人権・同和教育の推進 ○教職員が人権尊重の理念について理解するため、研

修の充実が図られた。 

○児童生徒が自らの大切さを認められていることを

実感できる環境づくりに努めた。 

○学校においては、全教育活動を通じて、人権につい

ての正しい知識を身に付け、人権を尊重する意識や

態度を育成し、実践力を養うことに努めた。 

 

○人権教育推進協議会を通じて、学校間の取組状況の

共有を行う。 

○学校を通じて人権を考える機会を多く提供できる

取組を支援する。 

○関係機関と連携し、個々に応じたきめ細やかな対応

による生徒指導が行えるよう指導する。 
Ａ 

②幼保・小・中・高の一貫教育の推進 ○幼稚園、保育園及び認定こども園と小学校、小学校

と中学校、中学校と高等学校の連携を進めた。 

○校種間で子ども達に身に付けさせたい資質・能力・

態度等を明確にして、円滑な接続が図られた。 

○発達の段階に即した系統性・一貫性のある継続的な

指導が推進された。 

 

○幼保小連携推進事業を通じ、校区間で教職員が子ど 

も達の情報の共有を図る機会を設ける。 

○各校区内で一貫性の更なる推進を図るために、特色 

ある活動ができるように取組を支援する。 

Ａ 

③ふるさと教育・キャリア教育の推進 ○総合的な学習の時間「えびの学」を中心に、児童生

徒の実態や地域の特性等を踏まえ、地域の教育資源

を生かした特色ある教育課程を編成した。 

○ふるさとを愛し、ふるさとに自信と誇りをもつ児童

生徒及び地域に貢献しようとする気概をもつ児童

生徒の育成に努めた。 

 

○伝統芸能・伝統行事の継承は、地域の協力を得なが 

ら連携した活動ができるように取り組む。 

○えびのの歴史や文化、自然などを改めて学習する機 

会を設け、小中だけでなく高校まで連携した取組を 

行う機会を新たに設けることにより、より地域に貢 

献する人材の育成を図る。 
Ａ 
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項目 項目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

2 えびの市学校教育「3

つの挑戦」 

 

(1)学力向上への挑戦 

①基礎・基本の徹底 

 

○少人数による個に応じた指導や各種調査の分析を

踏まえた組織的な対応、教職員の研修による指導力

向上を図ることにより、児童生徒一人一人の「伸び」

へつながる基礎・基本の定着が図られた。 

○幼稚園、保育園、認定こども園にALTを派遣し、就

学前の段階から「英語活動」に取り組んだ。 

○小学校低学年ではALTを活用した「英語活動」と共

にICT教材を活用した英語教育の充実を図った。 

○中学校では週4時間の「英語」に加え、週１時間の

「英語表現科」を教育課程に位置付け英語教育の推

進を図った。 

○30人学級事業では、教科や授業内容、児童生徒の学

習状況等によっては、学習形態や指導方法を工夫す

るなど弾力的に運用し、学習内容の定着や教職員の

授業力向上を図った。 

○初任者を除く5年未満の若手講師を対象に重点支援

校訪問を実施し、若手人材の育成を図った。 

○「教科指導力向上研修」として、小学校の低・中・

高学年及び中学校の教科において、授業研究会を行

った。 

○幼保・小・中連携による就学支援体制を整備し、特

別支援教育支援員を学校に配置し、個別にサポート

を行う体制を整えた。 

○ICT教材を活用した教職員の授業研修を実施した。 

○小学校でのプログラミング教育の円滑な実施に努

めた。 

 

○学力テストの分析により、児童生徒個々に応じたき 

め細かな取組を行う。 

○英語の教科化により、教員の授業の進め方や工夫な 

どを共有し、ALTの活用については、児童生徒が英 

語に対する苦手意識を持つことのないように工夫 

する。 

○発達段階に応じたきめ細かな環境整備に努め、合理 

的配慮を行う。 

○学校訪問による指導や、指導力向上のための学習の 

場を設け、人財育成の推進に努める。 

○特別支援教育支援員を学校に配置し、発達の段階に

応じたにサポートを行う体制を整える。 

Ａ 

 

 

 

②英語教育の充実 

 

 

 

 

 

 

③30人学級事業の充実 

 

 

 

④教職員の資質向上 

 

 

 

 

⑤特別支援教育の充実 

 

 

⑥ICTの活用 



項目 項目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

(2)心の教育への挑戦 

①いのちを大切にする教育の推進 

 

○県より令和2年度から3年間「ひなたセーフティプ

ロモーションスクール推進事業」の指定を受け、SOS

の出し方教育やピア・サポートの研究を推進した。 

○異学年交流、学校間交流、高齢者との交流、障がい

者との交流等、様々な人との交流活動を積極的に進

め、豊かな人間関係を醸成する態度を育成していく

よう努めた。 

○規範意識をもち、してよいこと、しなければならな

いこと、してはならないことを、児童生徒一人一人

が認識し、実践できるよう、学校における全教育活

動を通して、意図的・計画的に指導した。 

○各教科や特別活動等において、「対話」を通して情報

を共有し、合意形成・課題解決する能力を高めるこ

とができた。 

○いじめ・不登校等の課題解決に向けて、学校と適応

指導教室やスクールカウンセラー、スクールソーシ

ャルワーカー等との連携を図り、教育相談体制の充

実に努めた。 

 

 

○人権教育と連携させ、教職員の研修の充実を図ると 

ともに、児童生徒が、自らの大切さを認められてい 

ることを実感できる環境づくりを行う。 

○関係機関と連携し、個々に応じたきめ細かな対応に 

よる生徒指導が行えるよう支援する。 

Ａ 

 

 

②豊かな情操と規範意識の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 ③コミュニケーション力の育成 

 

 

 ④生徒指導の充実 
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項目 項目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

(3)健康教育への挑戦 

 ①体育・部活動指導の充実 

 

 

 

 ②防災・安全教育の推進 

 

 

 

 

 ③歯科保健指導の充実 

 

 

 

 ④食に関する指導の充実 

 

 ⑤学校給食の充実 

 

○体力テストの結果をもとに、課題のある項目につい

て重点的な指導・支援を行い、体力の向上を図った。 

○校内の部活動指導体制を整え、必要に応じて部活動

指導員を雇用し、活発な部活動を推進した。 

○自然災害等の危険に際して、主体的に行動する態度

を育成する防災教育を推進した。 

○通学路安全対策プログラムに基づく関係機関によ

る通学路危険箇所合同点検を実施し、通学路の安全

確保を図った。 

○給食後の正しい歯みがきの指導、むし歯治療につい

ての保護者への啓発を行った。 

○予防歯科として各学校におけるフッ化物洗口の実

施に向けた取組を進めた。 

○食育基本法及びえびの市食育・地産地消推進計画の

趣旨に基づいた、食に関する指導の充実に努めた。 

○安全で、楽しく、おいしい給食の時間になるよう、

運営と指導の充実を図った。 

 

 

○えびの市部活動の活動時間及び休養日設定等に関 

する方針を推進する。 

○部活動改革の推進について、今後の在り方について 

研究する。 

○引き続き、関係機関との通学路危険箇所合同点検を 

実施し、通学路の安全確保を図っていく。 

○う歯治療率100％を目指す取組を研究し、フッ化物 

洗口事業ができる環境を整え、実施する。 

Ａ 

3 学校の説明責任と教

職員の資質向上 

 ○学校運営協議会を活用し、地域への説明責任を果た

すよう努めた。 

○各種研修を行ったほか、教育研究センターや各種研

究部会の積極的な活動を推進し、教職員の資質向上

を図った。 

○学校運営協議会の活発な活動ができる環境を支援 

する。 

○教職員の働き方改革を推奨し、県が行う学力向上事 

業を十分活用し、教職員の資質向上を図る。 

Ａ 

4 学校施設・設備の整

備充実 

 ○老朽化した施設・設備の改修、修繕等を計画的に行

った。令和2年度は、次の工事を施工した。 

真幸小学校校舎（1号棟）外壁等改修工事（令和元 

年度繰越 令和2年12月完成）、飯野中学校プール 

改修工事（令和3年3月完成） 

○樹木の枝折れ等による事故を防止するため、点検の

実施と必要に応じて剪定や伐採を行った。 

○「GIGAスクール構想の実現」に対応するため、児童

生徒一人一台端末及び高速大容量の通信ネットワ

ークの整備を行った。 

○予算の平準化や将来への負担軽減を考慮しつつ、安 

全安心で、充実した教育環境の整備及び社会情勢に 

応じた施設整備を進めていく。 

○樹木の多くが植栽してから年数が経過しており、老 

木化や大木化による倒木の危険性等が懸念される

ため、必要な伐採は行っていく。 

○一人一台端末を活用した授業や遠隔教育及びプロ 

グラミング教育を取り入れた授業を実施し、積極的 

な活用を図る。 

Ａ 



学校給食 

 

項目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

1 安全で美味しい学校給食の提供 ○栄養教諭と学校栄養職員により栄養バランスのと

れた献立を起案し、安全で美味しい給食を提供し

た。 

○地産地消については、えびの産米「ひのひかり」を

使用し、副食は県産・国産の食材を多く取り入れた。 

○各学校と連携を図りながら献立内容の啓発等に努

めた。 

○栄養バランスのとれた安全で美味しい給食の提供

に努める。 

○えびの産米「ひのひかり」を使用し、青果物につい

ても安心・安全を基本として、県産・国産の食材を

取り入れる。 

○各学校と密に連携を図り、学校給食事業に活かして

いく。 

Ａ 

2 えびの市食育・地産地消推進計画に基づく食育の推進 ○栄養教諭が各学校において授業するなど、食に関す

る指導を行った。 

○「こんだてひょう」(月1回)、給食だより「うんま

か」(年6回)を発行し、各家庭へ食に対する情報提

供を行い、食の大切さをPRした。 

○２階の見学ホール等を活用し、実際に給食を調理す

る様子を見学・学習等を行い、食育の推進を図った。 

 小学校3校 104人 行政視察1団体 2人 

○食に関する授業については、各学校との連携が重要

である。また、施設の見学ホールを活用し食育の授

業に活かしていく。 

○引き続き、各家庭へ食の大切さなど、情報提供に努

める。 Ａ 

3 安全管理と衛生管理の徹底 ○建物については常に目視で確認を行い、調理設備・

器具についても、毎日調理前後に破損等の確認を行

い、異常があればその都度迅速に補修等を実施し

た。 

○食材については、搬入時・下処理から給食の搬送ま

で各段階で常に目視による異物混入防止に努め、衛

生管理・安全管理を図った。 

○調理員等には各家庭での食事や健康管理に留意さ

せるとともに月2回の腸内細菌検査を行い、毎日の

自己点検による体調管理、作業においては安全確

保、手洗、消毒等を徹底して行った。 

○機器等の取扱について、引き続き、導入業者と連携

を図り、作業手順の習得に努める。 

○調理過程から搬送まで、安全管理・衛生管理の徹底

に努める。 

○体調管理の重要性、衛生管理マニュアルに沿った調

理業務の徹底を図る。 
Ａ 
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社会教育 

 

項目 項目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

1 生涯学習の振興と社

会教育の推進 

(1)生涯学習の推進と内容の充実 ①家庭教育学級開設（11学級） 

②子ども会連絡協議会（ソフトボール大会、インリー

ダー研修、スケート教室全て中止）、ＰＴＡ連絡協議

会（球技大会、研究大会中止）、青少年育成市民会議

書面開催、青少年問題協議会開催、青少年体験講座

については全て中止 

③若者プロジェクトMAIKA（イベント中止）、ヒカリテ

ラスイベント、ふれあい女性学級、市民大学、パソ

コン講座、生涯学習講座（5講座）等 

④出前講座（20回） 

○家庭教育学級は学級数の維持及び学級生数の増が

課題である。 

○市民大学及びふれあい女性学級の年齢層は 70代が

中心で、高齢者教育も担う形となっているが、若い

世代の参加促進が課題である。 

○新型コロナウイルス感染症の影響により、いずれの

事業でも縮小や中止が多く、特に青少年関係事業に

ついては、全て中止となった。 

Ｂ 

①家庭教育の充実 

②青少年教育の充実 

③生きがいづくり教育の充実 

④出前講座の啓発推進 

(2)社会教育関係団体の活動の充実 ○社会教育団体（市地域婦人連絡協議会）への運営補

助を行い、自主的な活動推進と育成を図った。 

○市ＰＴＡ連絡協議会については、新型コロナウイル

ス感染症の影響で中止となった事業が多く、補助金

が全額返還される結果となった。 

○引き続き運営補助を行い、自主活動の推進と育成を

行う。 

Ａ 

(3)社会教育主事資格取得の推進 

 

○令和2年度については熊本大学での講習会が中止と

なり、資格取得ができなかった。 

○令和3年度も引き続き予算措置を行い、資格取得の

ための講習会へ参加する。 Ｂ 

(4)人権・同和教育の推進 ○総務課と共催の「人権を考える市民のつどい」につ

いては、新型コロナウイルス感染症の影響で中止と

なった。 

○新型コロナウイルス感染症の影響で家庭教育学級

の開催数が激減し、人権学習の取組も少なかった。 

○集会所事業で、人権問題等学習講座（講師延べ43人、

生徒延べ18人）を実施し、人権同和教育の推進を図

った。 

○引き続き家庭教育学級等で人権学習や総務課と共

催の「人権を考える市民のつどい」で人権意識の啓

発を図る。 

○集会所事業で人権問題等学習講座を引き続き行い、

人権同和教育の推進を図る。 

 

Ｂ 

2 生涯スポーツの推進 (1)スポーツ活動の推進 ○スポーツ大会〔4 競技、202 人（R 元：6 競技、710

人）〕 

○スポーツ少年団〔5事業、390人（R元：7事業、543

人）〕 

○スポーツ推進委員（出前講座及び体力測定中止） 

○総合型地域スポーツクラブの生涯スポーツ活動 

○新型コロナウイルス感染症の影響によりスポーツ

大会や出前講座、体力測定等が自粛や中止となった

ため、前年度より減少した。今後も「新しい生活様

式」や令和2年度に策定した「えびの市社会体育施

設の新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」

に従い、それぞれの団体等とも連携を図りながら事

業を推進していく。 

Ｂ 



項目 項目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

(2)指定管理者と連携した体育施設の有

効活用 

○総合型地域スポーツクラブ連絡協議会による2期目

の指定管理者制度3年目となり、指定管理者と連携

し、体育施設の適正管理を行った。また、計画的な

維持補修や整備等を行い、利用者の安全性の確保と

利便性の向上を図った。 

○毎月1回定例会を開催し、事業報告や課題等を出し

合い情報共有や連携を図った。 

○新型コロナウイルス感染症の影響により、体育施設

が臨時休館や自粛を行ったことにより、体育施設の

有効活用が出来なかったが、今後も感染症対策を徹

底し、指定管理者と連携し、よりよい施設の管理運

営を行う。 

○引き続き、毎月1回の定例会を開催し連携を図って

いく。 

Ｂ 

(3)各種団体の指導・育成 ○各種団体と連携し、スポーツ大会を実施（4競技202

人）した。 

○高齢者のスポーツ団体加入促進助成金制度（1 人

2,000円、24人助成）を継続して実施した。 

○全国大会、九州大会に出場する選手に対して経費の

一部を補助し、競技力の向上に努めた（個人：7人）。 

○体育協会加盟団体の競技大会出場に伴うレンタカ

ー補助を実施した（年4回、１回2万円上限。実績：

1団体2回）。 

○引き続き、競技団体と連携及び支援を行っていく。 

○スポーツクラブや体育協会会員拡大増対策が必要

である。スポーツクラブや体育協会加盟団体へ新た

に加入を希望する高齢者に対し支援を行い、加入者

拡大と健康増進を図っていく。 Ａ 

3 文化の推進 (1)文化活動の振興 ①市民団体等と連携した文化事業を実施。利用者数は

14,900人（R元年度37,538人） 

②芸術文化協会、郷土芸能保存連合会等への補助金等

の支援を行うとともに、連携して事業を展開した。 

③文化の杜を生涯学習の拠点として、指定管理者（図

書館・資料館）と連携し様々な事業等を展開。また、

毎月定例会（文化の杜会議）を開催し、連携を図っ

た。 

○新型コロナウイルス感染症拡大のため、イベント等

が中止となるなど大きく影響を受けた。施設の管理

者として、感染拡大防止策を講じた上で、感染状況

を見ながら、引き続き事業を展開していく。 

○引き続き、文化団体との連携及び支援を図ってい

く。 

Ａ 

①文化振興の促進 

②文化団体の育成 

③文化施設の活用 

(2)文化財の保護と活用 ①平成 30 年度に開始した畑かん事業による白鳥地区

の発掘調査の整理作業を実施した。また、重要文化

財指定の島内地下式横穴墓群出土品を年次計画に

より科学的処理分析を行い、データ化し、考古学資

料の保存整備、そして企画展等を実施した。 

②木崎原古戦場跡地の看板設置や県市指定文化財の

維持管理等の保護活動を行った。 

③歴史民俗資料館事業で、えびの学講座や出土品の展

示公開等を行った。 

 

○引き続き、出土品の保存処理をしていくとともに、

文化財の保護及び企画展等を行っていく。 

○毎月1回の定例会（文化の杜会議）を引き続き開催

し連携を図っていく。 

Ａ 

①埋蔵文化財の発掘調査、保存と活用 

②歴史文化財の保護 

③ふるさと教育の推進 
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項目 項目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

(3)指定管理者と連携した図書館運営の

充実 

○利用者拡大に向けた、各種の催し物等を実施した。 

○来館者数〔20,250人（R元： 31,360人）〕、貸出図

書数〔73,224冊（R元：86,195冊）〕、登録率〔72.3%

（R元：72.3%）〕 

○毎月1回定例会（文化の杜会議）を開催し、事業報

告や課題等を出し合い情報共有や連携を図った。 

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る対策

として、交付金を活用して児童書を845冊購入し、

読書環境の充実を図った。 

 

○新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、来

館者数、貸出図書数は減少した。引き続き利用者の

増加や利便性の向上を図るとともに、利用しやすい

環境整備に努めていく。 

○引き続き、毎月1回の定例会を開催し連携を図って

いく。 
Ａ 

(4)指定管理者と連携した資料館の充実 ①各種の企画展、講演会及び体験学習等を実施した。 

入館者数3,795人（R元：9,043人） 

②貴重な資料等を収集し、保存に努めた。 

③えびの市埋蔵文化財調査報告書第60集「島内139号

地下式横穴墓Ⅱ」を刊行した。 

○新型コロナウイルス感染症拡大のため、イベント等

が中止となるなど大きく影響を受けた。施設の管理

者として、感染拡大防止策を講じた上で、感染状況

を見ながら、引き続き事業を展開していく。 

○毎月1回の定例会（文化の杜会議）を引き続き開催

し連携を図っていく。 

Ａ 

①歴史民俗資料館の活用 

②歴史民俗資料の保存 

③歴史民俗資料の調査研究及び公開 



項目 項目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

4 体育及び文化施設・

設備の整備充実 

 ○体育施設 

・王子原運動公園：電撃殺虫器取替修繕、スポーツト

ラクタ修繕 

・弓道場誠心館：照明取替修繕 

・市民体育館：倉庫屋根改修修繕、雨漏り修繕、外壁

軒天等修繕 

・飯野駅前地区体育館：空調機設備機器設置 

・神社原運動公園：電撃殺虫器取替修繕 

・加久藤地区体育館：外壁修繕（北側） 

・上江地区体育館：床修繕（ダボ栓浮部再固定） 

・永山運動公園（既存部分）：公園改修工事、トイレ新

設工事（建築主体工事及び設備工事）、テニスコート

照明改修工事 他 

○文化センター 

・排煙設備修繕、消防設備修繕 他 

○市民図書館 

・照明器具取替修繕 

・空調設備改修工事（2カ年計画の2年目） 

○歴史民俗資料館 

・給湯器及び混合水栓取替修繕 

○全ての体育施設及び文化施設は、老朽化し修繕を必

要としている。優先順位を付け計画的に行う。 

Ａ 

 



 

 

総合評価 

 

１ 教育委員会の活動及び管理事務については、全ての分野について基本方針や施策を示し、実態把握・点検・指導助言・

援助を適切に行い、改善を図っている。 

 

２ 学校教育については、7年目となる全学校全学年への30人学級編制の導入によって、一人一人と向き合うきめ細かな指

導、生徒指導の充実等が図られており、保護者及び教職員へのアンケートでも引き続き高い評価を得られるなど、同事業

の定着が見られる。また、小・中一貫教育の趣旨徹底を図るとともに、教育課程特例校指定による特色ある教育課程の編

成に取り組んだ結果、最重要課題である総合的な学力の維持、向上につなげることができている。えびの市学校教育３つ

の挑戦については、ＰＴＡ活動や学校運営協議会の充実、地域人材の活用により、学校、家庭及び地域が連携を図りなが

ら推進した。新型コロナウイルス感染症の対応として年度当初の４月から５月にかけて行った学校の一斉臨時休業の際は、

学習の遅れが生じないよう適切な家庭学習を課し、登校日の設定や電話等により、学習内容の確認や心身の健康状態の把

握を行うなどの対応をとった。また、学校再開後は、運動会・体育大会、修学旅行、文化発表会等学校行事の見直しや感

染症対策を徹底しながらの教育活動の実施など、児童生徒の学びの保障に努めた。 

  就学援助事業については、全児童生徒保護者へ周知を行い、経済的負担の軽減を図った。えびの市奨学金貸与制度につ

いては、国が行う給付型奨学金制度の動向を見ながら、子どもの将来が生まれ育った環境に左右されず、本人が望む教育

機関で修学できるよう支援を継続していく。 

  学校施設・設備の整備充実については、老朽化した施設・設備の改修・修繕等を実施するとともに、真幸小学校校舎（1

号棟）については、外壁（非構造部材）の改修工事を実施し、地震災害に備えた防災機能強化事業を実施した。また、国 

が進めるＧＩＧＡスクール構想の実現に対応するため、児童生徒一人一台端末及び高速大容量の通信ネットワークの整備

を実施することによりＩＣＴ教育環境の整備を図ることができた。今後も引き続き、安心、安全な教育環境の整備に取り

組んでいく。 

 

３ 学校給食については、安全で美味しい栄養バランスのとれた学校給食を提供するため、安全管理と衛生管理等の徹底を

図り、施設の維持管理及び調理器具の保守並びに保温食缶の年次更新に努めるとともに、毎日の献立を工夫し、えびの産

米を使った米飯給食を実施した。 

  また、食育の推進を図るため、各学校において食に関する指導を行い、好きなメニューを自由に選べる「リクエスト献

立」を実施し、給食だより「うんまか」等を発行して児童生徒や保護者に対して食育の大切さや食への関心を高めた。 

  平成 30 年 8 月に運営を開始したえびの市防災食育センターは、平常時における給食業務、災害時等における食料供給

等の拠点としての機能を併せもつ施設として整備されており、また、見学通路により児童生徒が調理風景を見学すること

ができる施設となっている。 

 

４ 社会教育については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、いずれの事業も縮小や中止となり、特に青少年関

係事業については、全て中止となったものの、生涯学習推進のため各種生涯学習講座や市民大学等を開設し、生涯学習の

体制づくりを図った。また、家庭教育と青少年健全育成の充実を図るため、家庭教育学級・親育て講座・講演会を実施す

るとともに、団体への支援などを行い社会教育の推進が図られた。 

  スポーツ振興については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、体育施設の利用制限や臨時休館、そして、県

民総合スポーツ祭などの大会への参加自粛や中止などにより、体育協会加盟団体や総合型地域スポーツクラブとの連携し

た取り組みができなかったが「新しい生活様式」に従い、各種スポーツ大会を開催するとともに、スポーツ少年団・体育

協会・総合型地域スポーツクラブ等の関係団体の育成支援に努め生涯スポーツの推進が図られた。また体育施設は指定管

理者制度の第2期3年目となり、民間活力による効率的な管理・運営を図ることができた。 

  文化振興については、文化団体等と連携し多様な催しを計画したが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、臨

時休館や利用制限、イベント等の中止が続く中、利用者数、発表する機会の提供の場が減少したものの、感染防止対策を

講じた上で、市民の芸術・文化の高揚に努めることができた。 

  文化財保護については、「島内地下式横穴墓群」より出土した国の重要文化財に指定された出土品の保存科学的処理や

「第139号墓」より出土した出土品の保存科学的処理を行うとともに、報告書「第60集 島内139号地下式横穴墓Ⅱ」を

刊行し、全国に情報発信などを行い文化財の保護と活用を図った。 

 



 

 

５ 図書館運営については、指定管理者による管理運営を行った。市民目線に立った特色のある各種の講座や自主事業や様々

な企画を計画し、学校・家庭・地域等と連携しながら読書活動推進に取り組むなど、利用者拡大に努め、赤ちゃんから高

齢者までの生涯学習の場として読書環境の整備体制の構築を進めている。また、利用者の要望を考慮しながら図書資料等

を充実させ、より利用しやすい図書館の環境整備に努めた。 

  資料館運営については、郷土の資料の公開・企画展・講座・講演会・体験学習などの催し物を行い歴史文化の醸成に寄

与できた。 

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、臨時休館・イベント中止で、前年度より利用者数等が減少した。

一方、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、在宅での時間を少しでも有意義に過ごしてもらうた

め、児童書を購入し、読書環境の充実を図ることができた。 

  文化施設及び体育施設は、全てにおいて老朽化しており、今後も優先順位を付けて計画的に修繕等を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和３年度 外部評価 

外部知見の活用 

 

１．教育委員会の活動及び事務管理について 

 

 法令並びに令和2年度えびの市教育基本方針・教育施策に基づき、概ね適切に事務執行されている。教育委員会会議

運営の効率化や情報公開・発信についての取組が定着してきているので、引き続き推進されたい。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、研修会や学校・施設訪問等が中止もしくは縮小されたことは、やむ

を得ないものの残念である。とりわけ学校や所管の教育施設に対する訪問は、教育委員会による適切な支援・整備のた

めにも重要であると考える。状況に応じて時期を変更したり、実施形態を工夫したりするなどして、何らかの形で実施

ができるよう期待したい。 

 

 

２．教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務 

  

 法令並びに令和2年度えびの市教育基本方針・教育施策に基づき、概ね適切に事務執行されている。 

 学校教育について、新型コロナウイルス感染症に対し適切な対応を講じられ、児童生徒の学びの保障に努められた。

全学校全学年で実施されている 30人学級編制が定着していることに加え、学習形態や指導方法の工夫に取り組み、学

習内容の定着を図っている。また、ALTやICT教材を積極的に活用し、就学前の段階から中学校まで一貫した英語教育

の充実の取組には目を見張るものがある。中学校における「英語表現科」の設置も興味深い。英語教育の充実はえびの

市の教育の特色の一つともいえるもので、今後も継続・発展を期待したい。 

 5年未満の若手講師を対象とした重点支援校訪問は、若手人材の育成に寄与するだけでなく、教員不足に悩む他市町

村へのヒントにもなるであろう。 

 心の教育として、SOSの出し方教育やピア・サポートの研究、「対話」を通した合意形成・課題解決能力の向上など、

具体的で積極的な指導に取り組まれている。児童生徒一人ひとりを大切にすると同時に、多様な人との交流・協働を通

じたコミュニケーション力の育成により、児童生徒の健全な成長が期待される。 

えびの市では令和2年度も記録的豪雨などの自然災害に見舞われ、学校教育における防災・安全教育の重要性が高ま

っている。児童生徒の安全を確保することが大前提ではあるが、児童生徒にも主体的に行動する力や態度を身に付けさ

せる必要があるだろう。今後も防災・安全教育の推進に力を入れていただきたい。 

GIGA スクール構想の実現に対応するべく、児童生徒一人 1 台端末や通信ネットワークの整備が行われた。今後はそ

れらの適切な活用が望まれよう。 

 学校給食については、継続的に地産地消を推進しや食育活動に取り組み、安全で美味しく、楽しい給食の提供に取り

組んでいる。 

 社会教育については、新型コロナウイルス感染症の影響により多くの事業が中止となり、参加者等も大幅に減少し

た。コロナ禍においては学校教育に比べ社会教育・生涯学習の優先度は低くならざるを得なかった。しかし、市民の心

身の健康維持・向上や生きがいづくりなど、社会教育・生涯学習の果たす役割は決して小さくはない。状況を見極めな

がら活動の再開や新たな方法での事業開催等を期待したい。     

  

 令和2年度は、前年度末からの新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベント等の中止や規模縮小を余儀なく

され、関連施設の利用者の減少が続いた。関係者のご努力や気苦労は相当なものであったことと拝察し、適切な判断を

下してこられたことにまずは敬意を表したい。 

しかし、この状況が治まる見通しは立たず、コロナ禍以前の状態に完全に戻ることはもはや難しいのかもしれない。

Withコロナ（新型コロナウイルスとの共存）時代を見据え、新たな教育のあり方・方法を検討していかなければならな

いだろう。今後も市民の健康や安全に注意を払いつつ、教育委員会による適正な事務の管理及び執行を通じ、えびの市

の教育がより一層充実・発展するよう期待する。 

 


